
れんけいこうち広域都市圏推進会議設置規約 

 

（設置） 

第１条 れんけいこうち広域都市圏（以下「圏域」という。）における取組状況を共有

するとともに，圏域を形成する市町村間及び高知県との連絡調整及び広域的な課題の

解決に向けた協議を行うため，れんけいこうち広域都市圏推進会議（以下「推進会議」

という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 推進会議の所掌事項は，次に掲げるとおりとする。 

⑴ れんけいこうち広域都市圏ビジョンに関すること。 

⑵ 連携協約に基づき推進する取組に関すること。 

⑶ その他圏域に関すること。 

 （組織） 

第３条 推進会議は，次に掲げる者をもって充てる委員で組織する。 

⑴ 圏域を形成する市町村の長 

⑵ 高知県知事 

 （会長） 

第４条 推進会議に会長１人を置き，高知市長をもって充てる。 

２ 会長は，会務を総理し，推進会議を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名した者がそ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 推進会議の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

２ 推進会議は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。ただし，

代理の者が出席したときは，当該委員が出席したものとみなす。 

３ 会長は，会議において必要があると認めるときは，委員以外の出席を求め，報告若

しくは説明をさせ，又は意見を述べさせることができる。 

 （事務局） 

第６条 推進会議の事務局は，高知市総務部政策企画課に置く。 

 （その他） 

第７条 この規約に定めるもののほか，推進会議の運営に関して必要な事項は，会長が

定める。 

附 則 

 この規約は，平成 30年 11 月１日から施行する。 
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